令和８年度「使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業（核燃料サイクル施設の安定操業に資する技術開発等事業費補助金）」に係る補助事業者募集要領
令和８年２月９日
経済産業省　資源エネルギー庁
電力・ガス事業部　原子力立地・核燃料サイクル産業課
経済産業省では、令和８年度「使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業（核燃料サイクル施設の安定操業に資する技術開発等事業費補助金）」を実施する補助事業者を、以下の要領で広く募集します。
当事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年８月２７日法律第１７９号）（以下「補助金適正化法」という。）」、「交付要綱」をよくご理解の上、また、下記の点についても十分にご認識いただいた上で補助金受給に関する全ての手続きを適正に行っていただくようお願いします。

	補助金を応募する際の注意点
①　補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないでください。

②　偽りその他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、経済産業省として、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。
　　なお、事業に係る取引先（請負先、委託先以降も含む）に対して、不明瞭な点が確認された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。

③　上記の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金（年１０．９５％の利率）を加えた額を返還していただきます。併せて、経済産業省から新たな補助金等の交付を一定期間（最大３６ヵ月）行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。現在停止中の事業者は以下URLにて公表されています。
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
④　補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第２９条から第３２条において、刑事罰等を科す旨規定されています。あらかじめ補助金に関するそれら規定を十分に理解した上で本事業の申請手続を行うこととしてください。

⑤　経済産業省から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とはなりません。
⑥　補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約金額１００万円未満のものを除く）に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません（補助事業の実施体制が何重であっても同様。）。
掲載アドレス：http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
⑦　補助金で取得、または効用の増加した財産(取得財産等)を当該資産の処分制限期間内に処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供すること）しようとする時は、事前に処分内容等について経済産業大臣の承認を受けなければなりません。

なお、必要に応じて取得財産等の管理状況について調査することがあります。
⑧　本事業へ応募しようとする研究機関及び研究者は、予め「府省共通研究開発管理システム（ｅ－Ｒａｄ）」（以下「ｅ－Ｒａｄ」という。）に登録を行う必要がありますので、十分留意してください。（ｅ－Ｒａｄは、競争的資金制度を中心とする公募型の研究資金制度の公募、成果報告等の一連の業務を支援するウェブシステムです。詳しくは１－５．⑤をご参照）


【１．事業概要】
１－１．事業目的
再処理工場及びMOX燃料工場の安定操業に資する技術開発等を支援することにより、我が国の核燃料サイクル技術の高度化を図り、もって核燃料サイクル政策の推進に資することを目的とします。
１－２．事業スキーム
　　　経　済　産　業　省　　　　
　　　　　（申請）↑　　↓（補助）　　　補助率：１／２以内
　　　　　　補　助　事　業　者　　　　
　
１－３．事業内容
わが国では①高レベル放射性廃棄物の減容化、②有害度の低減、③資源の有効利用などの観点から核燃料サイクルの推進を基本方針としています。その上で、再処理工場およびMOX燃料工場は核燃料サイクルの中核となる施設であり、その竣工・操業は最重要課題です。国としては、これらの施設の竣工後の安定的な操業も見据え、官民一体となって準備を進めていくこととしており、そのために必要となる技術開発等を実施する民間企業等を支援します。

なお、本事業を実施する研究者等は、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する活動（以下、「国民との科学・技術対話」という。）に積極的に取り組むこと（詳細は、「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）（平成２２年６月１９日）をご参照）。
　
１－４．事業実施期間
　　　交付決定日～令和９年３月３１日
本事業は、令和８年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、採択予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者とすることとします。
１－５．応募資格
応募資格：次の要件を満たす民間企業等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。（ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。）
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤ｅ－Ｒａｄ（※）への登録を行っていること。
	（※）府省共通研究開発管理システム（ｅ－Ｒａｄ）

○ ｅ－Ｒａｄポータルサイト　http://www.e-rad.go.jp/

○ 利用可能時間帯

０：００～２４：００
（平日、休日とも。緊急メンテナンスの時間帯を除く。）

○ ｅ－Ｒａｄヘルプデスク

電話番号：０５７０－０５７－０６０ （ナビダイヤル）
０３－６６３１－０６２２ （直通）
      受付時間：９：００～１８：００（平日） 
※土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く。


【応募に当たっての留意事項】

Ⅰ．不合理な重複及び過度の集中の排除

「競争的研究費の適正な執行に関する指針」（令和3年12月17日改正　競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）
を踏まえ、経済産業省所管のすべての競争的研究費について不合理な重複注1及び過度の集中注2を排除し、研究活動に係る透明性を確保しつつ、エフォート（研究者の全仕事時間に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合（％））を適切に確保できるか確認するため、以下の措置を講じることとします。
詳細は、上記の申し合わせを御参照ください。
注1　「不合理な重複」とは
同一の研究者による同一の研究課題（競争的研究費が配分される研究の名称及びその内容をいう。以下同じ。）に対して、複数の競争的研究費その他の研究費（国外も含め、補助金や助成金、共同研究費、受託研究費等、現在の全ての研究費であって個別の研究内容に対して配分されるもの
。）が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。 

・実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の研究課題について、複数の競争的研究費その他の研究費に対して同時に応募があり、重複して採択された場合

・既に採択され、配分済の競争的研究費その他の研究費と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があった場合

・複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合

・その他これらに準ずる場合

注2　「過度の集中」とは
同一の研究者又は研究グループ（以下「研究者等」という。）に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。 

・研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合

・当該研究課題に配分されるエフォートに比べ、過大な研究費が配分されている場合

・不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合

・その他これらに準ずる場合

（１）不合理な重複及び過度の集中に関する情報の共有等
　不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容の一部に関する情報を、所属機関に加えて、配分機関や関係府省間で共有することがあります。
応募書類やｅ－Ｒａｄへの記載及び所属機関、配分機関及び関係府省からの情報等により不合理な重複又は過度の集中があると認められた場合は採択しないことがあります。また、応募書類やｅ－Ｒａｄに事実と異なる記載をした場合は、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分を行うことがあります。
（２）他の競争的研究費その他の研究費の応募・受入状況等の確認
応募する研究課題に携わる研究代表者・研究分担者等
について、現在の他府省を含む他の競争的研究費その他の研究費の応募・受入状況（制度名、研究課題、実施期間、予算額、エフォート等）や、現在の全ての所属機関・役職（兼業や、外国の人材登用プログラムへの参加、雇用契約のない名誉教授等を含む。）に関する情報を応募書類（参考：様式３）やｅ－Ｒａｄに記載してください。
なお、これらの研究費に関する情報のうち秘密保持契約等が交わされている共同研究等に関する情報については、守秘義務を負っている者のみで扱います。また、研究課題の遂行に係るエフォートを適切に確保できるかどうかを確認するために必要な情報のみ
ご記入ください。
ただし、既に締結済の秘密保持契約等の内容に基づき提出が困難な場合など、やむを得ない事情により提出が難しい場合は、相手機関名と受入れ研究費金額は記入せずに提出することも可能です。その場合においても必要に応じて所属機関に照会を行うことがあります。

　
（３）今後の秘密保持契約等締結時の検討
今後、秘密保持契約等を締結する際は、競争的研究費の応募時に、必要な情報に限り提出することがあることを前提とした内容とすることをご検討ください。 
ただし、企業戦略上著しく重要であり、秘匿性が特に高い情報であると考えられる場合等、秘匿すべき情報の範囲について契約当事者が合意している契約においては、秘匿すべき情報を提出する必要はありません。なお、その場合においても守秘義務を負っている者のみで共有を行います。
（４）研究者が関与する全ての研究活動に係る透明性の確保
　応募する研究課題に携わる研究代表者及び研究分担者等については、寄附金等や資金以外の施設・設備等の支援
を含む、自身が関与する全ての研究活動に係る透明性確保のために必要な情報について、所属機関の関係規程等に基づき、所属機関に適切に報告している旨の誓約を求めます。
　誓約に反し適切な報告が行われていないことが判明した場合は、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分とすることがあります。

　また、応募する研究課題には使用しないものの別に従事する研究で使用している施設・設備等の受入状況に関する情報については、所属機関に対し、当該情報の把握・管理の状況について提出を求めることがあります。

（５）大学・研究機関等
における利益相反・責務相反に関する規程の整備状況等の確認
「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針について」（令和3年4月27日 統合イノベーション戦略推進会議決定）
の趣旨を踏まえ、大学・研究機関等において利益相反・責務相反
をはじめとして関係の規程を整備することが重要です。これらの規程の整備状況及び情報の把握・管理の状況について、必要に応じて所属機関に照会を行うことがあります。

Ⅱ．研究活動の不正行為への対応

（１）研究機関の研究体制の整備と実施状況の確認

研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については、「研究活動の不正行為への対応に関する指針」（平成１９年１２月２６日経済産業省策定）（以下「不正行為指針」という。）に基づき、経済産業省は資金配分機関として、本事業の補助事業者は研究機関として必要な措置を講じることとします。

研究機関における研究体制の整備については、不正行為指針に基づき、必要な規定の整備を含む実効的な取組を行ってください。なお、同指針に基づき、本事業に関する研究費の交付決定に当たって、研究機関における行動規範の策定や機関に所属する研究者に対する研究倫理教育注１の実施状況について確認注２をさせていただくとともに、必要に応じ、こうした指針への対応状況等について中間検査等の際に確認を行います。

注 1　申請者が所属する研究機関において、研究倫理教育が行われていない場合、研究倫理教育を実施してください。なお、その際、経済産業省が作成した「研究不正を防ぐために」※を参照することもできます。

※　経済産業省ホームページに掲載

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/index.html
注 2　研究資金の契約手続きが円滑に行われるよう、応募された提案の採択時に研究機関における行動規範の設置状況と研究倫理教育の実施有無を併せて確認させていただきます。その時点までに研究機関内で研究倫理教育が実施されていない場合は、早急に行ってください。
（２）不正行為があると認められた場合の措置

１）本事業において不正行為があると認められた場合の措置

　 本事業において、不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。

1 不正行為の重大性などを考慮しつつ、当該研究資金の全部又は一部を返還していただくことがあります。

2 不正行為があったと認定された研究の不正行為に関与したと認定された者（論文等の著者、論文等の著者ではないが当該不正行為に関与したと認定された者）に対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：不正行為の程度などにより、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降２～１０年間）

3 不正行為に関与しないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者（監修責任者、代表執行者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者）に対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降１～３年間）

4 他府省等※を含む他の資金配分機関に対し、当該研究不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、研究不正行為があったと認定された研究において、研究不正行為に関与したと認定された者又は研究不正行為に関与しないものの論文等に責任を負う著者は、他府省等を含む他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。

· 「他府省等」は、経済産業省以外の府省及び独立行政法人を指します。

5 経済産業省は、不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称及び当該研究資金の金額、研究内容と不正行為の内容、調査機関が行った調査結果報告書などについて公表します。

２）他の資金配分機関の事業において不正行為が認められた場合の措置

他府省等を含む他の資金配分機関の事業において不正行為があると認められ、措置を行うとの通知を受けた場合、当省の事業においても、資金配分の停止、申請の不採択及び応募申請制限について、同様に取り扱います。

（３）過去の研究資金において不正行為があったと認められた場合の措置
過去の研究資金において、不正行為があったと認定された者（当該不正行為があったと認定された研究に係る論文等の責任を負う者として認定された場合を含む。）は、不正行為指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。

Ⅲ．公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応

（１）研究費の管理体制の整備と実施状況の確認

研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）については、「公的研究費の不正な使用等への対応に関する指針」（平成２０年１２月３日経済産業省策定）（以下「不正使用指針」という。）に基づき、経済産業省は資金配分機関として、本事業の補助事業者は研究機関として研究費の管理体制の整備等の必要な措置を講じることとしています。

研究機関における研究費の管理体制の整備等については、不正使用指針に基づき、研究費の申請の際に、書面による報告を求めることがありますので、求められた場合には直ちに提出してください。なお、当該年度において、既に他府省等を含む他の資金配分機関に同旨の報告書を提出している場合は、その写しの提出をもって代えることができます。この他に、研究機関における研究費の管理体制の整備等の実施状況を把握するため、必要に応じて、現地調査を行うことがあります。

また、研究機関において、同指針に基づき、当該研究費の運営・管理に関わる全ての研究者及び事務職員に対し、不正使用等に当たる行為や研究機関の不正対策に関する方針等の教育（コンプライアンス教育）を実施することが必要です。
（２）研究費の不正使用等があると認められた場合の措置

１）本事業において不正使用等があると認められた場合の措置

本事業において、研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じます。
1 不正使用等の重大性などを考慮しつつ、当該研究費の全部又は一部を返還していただくことがあります。

2 不正な使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降１～１０年間）

3 偽りその他不正な手段により研究費を受給した研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降５年間）

4 不正な使用を行った研究に直接関与していないが善管注意義務※に違反した研究者に対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降１～２年）

※　善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務

5 他府省等を含む他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正な使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者、不正な受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者、及び不正な使用を行った研究に直接関与していないが善管注意義務に違反した研究者は、他府省等を含む他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。

6 経済産業省は、不正使用等に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、不正が行われた研究資金の名称及び当該研究費の金額、研究内容と不正の内容、研究機関が行った調査結果報告書などについて公表します。

２）他の資金配分機関の事業において不正使用等が認められた場合の措置

他府省等を含む他の資金配分機関の事業において不正使用等を行ったと認められ、措置を行うとの通知を受けた場合、当省の事業においても同様に、本事業を含む経済産業省所管の全ての研究資金への応募申請を制限します。

 （３）過去の研究費において不正使用等があったと認められた場合の措置
過去に配分を受けた研究費において、不正使用等を行った者（当該不正使用等を共謀した研究者及び善管注意義務に違反した違反した研究者を含む。）は、不正使用指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。

（参考）

経済産業省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等に関する告発・相談受付窓口

	経済産業省研究不正通報窓口

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

ＴＥＬ 03-3501-9221／ＦＡＸ 03-3501-7924

E-mail bzl-kenkyu-fusei-meti@meti.go.jp


Ⅳ．研究活動を通じて取得した技術等の輸出規制に対する対応
（1） 我が国では、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)(以下「外為法」という。)に基づき輸出管理※が行われています。外為法で規制されている貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合は、原則外為法に基づく、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

※ 我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①輸出貿易管理令別表第１及び外為令別表第１に記載の品目のうちある一定以上のスペック・機能を持つ貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合に、経済産業大臣の許可が必要となる制度(リスト規制)と②リスト規制に該当しない貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、軍事転用されるおそれがある場合(用途要件・需用者要件又はインフォーム要件を満たした場合）に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制)から成り立っています。

（2） 貨物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国の者(非居住者)又は特定類型※に該当する居住者に提供する場合等はその提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・CD・USB メモリなどの記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同研究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。本補助事業を通じて取得した技術等を輸出（提供）しようとする場合、又は本補助事業の活用により既に保有している技術等を輸出（提供）しようとする場合についても、規制対象となる場合がありますのでご留意ください。
※ 非居住者の影響を強く受けている居住者の類型のことを言い、「外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」1. (3)サ①～③に規定する特定類型を指します。
（3） また、外為法に基づき、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供を業として行う場合には、安全保障貿易管理の体制構築を行う必要があります※。このため、交付決定時までに、本補助事業により外為法の輸出規制に当たる貨物・技術の輸出が予定されているか否かの確認及び、輸出の意思がある場合は、管理体制の有無について確認を行う場合があります。輸出の意思がある場合で、管理体制が無い場合は、輸出又は本補助事業終了のいずれか早い方までの体制整備を求めます。また、本事業を通じて取得した技術等について外為法に係る規制違反が判明した場合には、契約の全部又は一部を解除する場合があります。
※ 輸出者等は外為法第55条の10第1項に規定する「輸出者等遵守基準」を遵守する義務があります。また、ここでの安全保障貿易管理体制とは、「輸出者等遵守基準」にある管理体制を基本とし、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供を適切に行うことで未然に不正輸出等を防ぐための、組織の内部管理体制を言います。
	【参照】安全保障貿易管理の詳細については、下記をご覧ください。
□安全保障貿易管理（全般）　https://www.meti.go.jp/policy/anpo/, 
Q&A　https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html
□安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）：
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf

□大学・研究機関のためのモデル安全保障貿易管理規程マニュアル：
　https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf
　※企業向けは一般財団法人安全保障貿易管理センターのモデルCPも御参考下さい。
https://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html

□安全保障貿易ガイダンス（入門編） 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html


Ⅴ．プロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等について
　「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針」（令和2年12月18日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）に基づき、民間企業を除く研究機関でプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者について、プロジェクトから人件費を支出しつつ、当該プロジェクトに従事するエフォートの一部を、自発的な研究活動等に充当することが所属研究機関からの承認が得られた場合、可能です。
詳細は、上記の申し合わせ（https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/jisshishishin.pdf）を御参照ください。
【２．補助金交付の要件】
２－１．採択予定件数：１～２件
２－２．補助率・補助額
補助対象経費の１／２以内

　　　　　上限：１４，０００万円（事業額２８，０００万円）

　　　　　下限：１００万円（事業額２００万円）

　　　　　最終的な実施内容、交付決定額は、経済産業省と調整した上で決定することとします。

【３．補助金の支払い】

３－１．支払時期
補助金の支払いは、基本、事業終了後の精算払となります。
※事業が採択され、交付決定通知を受けた事業については、事業終了前の支払い（概算払）を行う際は、財務省の承認を受ければ可能です。資金繰りへの影響等を踏まえ、概算払いを希望する場合は、担当者にご相談ください。必要な書類等などをご案内いたします。
参考：概算払い手続に必要な書類フォーマットは以下URLに掲載されています。
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html
３－２．支払額の確定方法
事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として現地調査を行い、支払額を確定します。
支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もありますのでご注意ください。
３－３．実績報告書の提出時における実施体制把握

事業の実施体制を確認する必要があるため、事業終了後に実績報告書を提出する際は、別途、補助対象として経費計上しているもので、請負又は委託契約をしている場合については、契約先の事業者（ただし、税込み１００万円以上の取引に限る。）の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料（※）を添付してください。

（※）本資料は、確定検査の際に確認する資料とします。

補助対象経費の計上の際、「外注費」、「委託費」は問いませんが、「旅費」、「会議費」、「謝金」、「備品費（借料及び損料を含む）」、「補助人件費（人材派遣も含む）」は対象外とします。

請負先又は委託先から更に請負又は委託をしている場合（再委託などを行っている場合で、税込み１００万円以上の取引に限る）も、上記同様に、実施体制資料に記述をしてください（再々委託先については金額の記述は不要）。

【実施体制資料の記載例】

実施体制は原則、下記のように整理表で提示していただくとともに実施体制図もあわせて示してください。実施体制と契約先の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容がわかる資料であれば様式は問いません。
[image: image1.emf]実施体制（税込み１００万円以上の請負・委託契約）

事業者名 当社との関係 住所 契約金額（税込み） 業務の範囲

（株）A研究所 委託先 東京都○○区・・・

※算用数字を使用し、円

単位で表記

※できる限り詳細に記入

のこと

（株）B総研

再委託先（（株）A研究

所の委託先）

上記記載例参照 上記記載例参照 上記記載例参照

Cコンサル（株）

再委託先（（株）A研究

所の委託先）

上記記載例参照 上記記載例参照 上記記載例参照

（有）D商会

再々委託先（（株）B総

研からの委託先）

上記記載例参照 記入不要（※） 上記記載例参照

（株）Eセンター 委託先 東京都○○区・・・

※算用数字を使用し、円

単位で表記

※できる限り詳細に記入

のこと

（※）（有）D商会は、補助事業者からみると、再々委託先になるので契約金額の記入は不要


[image: image2.emf]実施体制図（税込み１００万円以上の請負・委託契約）

委託先 再委託先 再々委託先

（株）Eセンター

Cコンサル（株）

（有）D商会

一般社団法人　○

○センター

補助事業者

（株）A研究所 （株）B総研


【４．応募手続き】
４－１．募集期間
募集開始日：令和８年２月９日（月）
締切日：令和８年３月９日（月）１７時必着
４－２．説明会の開催
開催日時：令和８年２月１６日（月）１４時００分～１５時００分
場所：オンライン（Teams）にて実施
説明会への参加を希望する方は、【１０．問い合わせ先】へ２月１３日（金）１７時までにご連絡ください。
連絡の際は、メールの件名（題名）を必ず「核燃料サイクル施設の安定操業に資する技術開発等事業費補助金説明会出席登録」とし、本文に「所属組織名」「出席者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「ＦＡＸ番号」「E-mail アドレス」を明記願います。

なお、説明会への出席につきましては､応募単位毎に２名まででお願い致します。オンライン(Teams)のリンク先につきましてはご登録頂きました「E-mail アドレス」までご連絡致します。
４－３．応募書類
① 郵送・宅配便等の場合には、以下の書類を一つの封筒に入れてください。封筒の宛名面には、「使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業（核燃料サイクル施設の安定操業に資する技術開発等事業費補助金）申請書」と記載してください。

また、電子メールの場合には、以下の書類を「bzl-cycle_hojokin@meti.go.jp」宛に送付してください。その際メールの件名(題名)を必ず「使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業（核燃料サイクル施設の安定操業に資する技術開発等事業費補助金）申請書」としてください。

　　　【例】
・申請書（様式１）＜１部＞
・提案書（様式２）＜１部＞
・他の競争的研究費その他の研究費の応募・受入状況について（様式３）＜１部＞

・採択審査を行う上での必要書類＜１部＞
（会社概要（パンフレットなど）、直近の財務諸表など）
② 応募書類に記載された情報については、審査、管理、確定、精算、政策効果検証とい
った一連の業務遂行のためにのみ利用します。
なお、応募書類は返却しません。
　　③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、提案書の作成費用は支給されません。
④ 提案書に記載する内容については、今後の事業実施の基本方針となりますので、予算額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。

⑤ 応募受付期間内に、以下の「４－４．応募書類の提出先」に基づく応募書類の提出に加え、ｅ－Ｒａｄを通じた手続きも行ってください（「４－５．ｅ－Ｒａｄによる応募」をご参照）。
４－４．応募書類の提出先
応募書類は郵送・宅配便等若しくは電子メールにより以下に提出してください。

　＜郵送の場合＞
〒１００－８９０１　東京都千代田区霞が関１－３－１
経済産業省　資源エネルギー庁　原子力立地・核燃料サイクル産業課
「令和8年度「使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業（核燃料サイクル施設の安定操業に資する技術開発等事業費補助金）」」担当宛て

＜電子メールの場合＞

「bzl-cycle_hojokin@meti.go.jp」宛て

メールの件名(題名)を必ず「使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業（核燃料サイクル施設の安定操業に資する技術開発等事業費補助金）申請書」としてください。
※ 持参及びＦＡＸによる提出は受け付けません。資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。
※ 締切を過ぎての提出は受け付けられません。郵送等の場合、配達の都合で締切時刻までに届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。
４－５．ｅ－Ｒａｄによる応募
「１－５．応募資格⑤」の「ｅ－Ｒａｄポータルサイト」を参照の上、必要な手続きを行ってください。
（ａ）ｅ－ＲａｄログインＩＤ、パスワードの取得
ログインＩＤ、パスワードの取得には時間を要しますので、本事業に応募される方でログインＩＤ等をお持ちでない場合は、お早め（公募締切の少なくとも２週間以上前を推奨）に登録の申請を行ってください。
ｅ－Ｒａｄは府省共通のシステムのため、ログインＩＤ等は他府省庁等が所管する研究資金の応募にも利用できます。
（ｂ）ｅ－Ｒａｄによる申請書類の提出
申請書類の提出は、申請書類を作成する研究代表者（ｅ－ＲａｄのＩＤを取得済みの者であること。）がｅ―Ｒａｄの本事業公募に係るサイトにおいて、応募基本情報の入力を行い、申請書類のファイル（ｐｄｆ形式）をアップロードすることにより、提出ができます。（ただし、ファイル容量が１０ＭＢを超えるものは提出できませんので、ご注意ください。）
（ｃ）個人情報の取扱い
申請書類等に含まれる個人情報は、不合理な重複や過度の集中の排除のため、他府省等を含む他の資金配分機関の研究資金に関わる業務においても必要な範囲で利用（データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。）する他、「ｅ－Ｒａｄ」を経由し、内閣府総合科学技術・イノベーション会議へ提供します。
（ｄ）内閣府への情報提供等
総合科学技術・イノベーション会議では、客観的エビデンスに基づく資源配分の在り方に関する検討に資するため、政府全体の公募型研究資金制度における資金配分状況の分析を行っています。

このため、採択された課題に係る各年度の研究成果情報・会計実績情報及び競争的資金に係る間接経費執行実績情報について、ｅ－Ｒａｄでの入力をお願いします。
【５．審査・採択】
５－１．審査・採択方法
審査は原則として応募書類に基づいて行いますが、必要に応じてヒアリング及び現地調査を実施するほか、追加資料の提出を求めることがあります。採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。
５－２．審査・採択基準
以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。ただし、審査基準①～③を満たしていない事業については、他項目の評価にかかわらず採択いたしません。
1 「１．事業概要」の「１－５．応募資格」の内容を満たしているか。
2 提案内容が交付の対象となりうるか。

3 提案内容が本事業の目的に合致しているか。
4 本事業の関連分野に関する知見を有しているか。
5 事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。
6 事業規模及び継続性

7 事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られるか。

8 本事業を実施するにあたって必要となる関係法令を遵守しつつ、円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。

9 事業を遂行するための資力、資金調達能力を有しているか。
10 必要となる経費・費目を過不足無く考慮し、適正な積算が行われているか。

11 賃上げの取組をしているか。
以下のうち、いずれかの賃金引上げ計画の表明書等を提出すること。基準を満たす場合、加点対象となります。
・令和６年以降に開始する申請者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額（※）」を[大企業：３％・中小企業：１．５％]以上増加させる旨を従業員に表明していること。
・令和６年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額（※）」を[大企業：３％・中小企業：１．５％]以上増加させる旨を従業員に表明していること。
※中小企業等においては、「給与総額とする。」

12 ワーク・ライフ・バランスの取組をしているか。
以下のうち、該当するものの認定証等の写しを提出すること。基準を満たす場合、加点措置となります。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）
・女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト（女性の活躍推進企業データベース）で公表している企業（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
・次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）
・青少年の雇用の促進に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定（ユースエール認定）

５－３．採択結果の決定及び通知
採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表するとともに、当該申請者に対しその旨を通知します。
【６．交付決定】
採択された申請者が、経済産業省に補助金交付申請書を提出し、それに対して経済産業省が交付決定通知書を申請者に送付し、その後、事業開始となります（補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とはなりません）。
なお、採択決定後から交付決定までの間に、経済産業省との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。また、交付条件が合致しない場合には、交付決定ができない場合もありますのでご了承ください。
交付決定後、補助事業者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。
【７．補助対象経費の計上】
７-１．補助対象経費の区分
本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。
	経費項目
	内容

	Ⅰ．人件費
	事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費

	Ⅱ．事業費
	

	旅費
	事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費

	会場費
	事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費（会議借料、機材借料及び茶菓料（お茶代）等）

	謝金
	事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等）

	備品費
	事業を行うために必要な物品（ただし、1年以上継続して使用でき、当該事業のみで使用されることが確認できるもの）の購入、製造に必要な経費

	（借料及び賃料）
	事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費

	消耗品費
	事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの（ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの）の購入に要する経費

	印刷製本費
	事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費

	補助員人件費
	事業を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費

	その他諸経費
	事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さないもの。原則として、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの。

例）

-通信運搬費（郵便料、運送代、通信・電話料等）

-光熱水料（電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合）

-設備の修繕・保守費

-翻訳通訳、速記費用

-文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等

	Ⅲ．委託・外注費
	補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注す行わせるために必要な経費（委任契約）（ほかの経費項目に含まれるものを除く。）


※　なお、上記の各項目に「国民との科学・技術対話」の遂行に直接必要な経費を含めることができる。

７-２．直接経費として計上できない経費
　・建物等施設に関する経費
　・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等）
　・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費（ただし、補助事業者に帰責性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がありますので、担当者に御相談ください。）
　・その他事業に関係ない経費

７-３．補助対象経費からの消費税額の除外
補助金額に消費税及び地方消費税額（以下、消費税等という。）が含まれている場合、交付要綱に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求めることになります。
これは、補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。
しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告となり、失念等による報告漏れが散見されることや、補助事業者における煩雑な事務手続回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとします。
交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金額を算定し、交付申請書を提出してください。
ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定します。なお、事業者側が、消費税等を補助対象経費としないことを要望すればこの限りではありません。
※消費税等を補助対象経費とした場合には、状況の変更により消費税に係る仕入控除税額が発生することによる報告及び返還が発生する場合がありますので注意すること。
①消費税法における納税義務者とならない補助事業者

②免税事業者である補助事業者

③簡易課税事業者である補助事業者

④国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別表第3に掲げる法人の補助事業者

⑤国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者

⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する補助事業者
【８．事業実施状況の把握】

補助事業の実施状況の把握のため、定期的に進捗状況を確認いたします。
【９．その他の注意点】
①補助金の交付については、補助金適正化法の定めによるほか、交付要綱により、交付申請書等の各種様式、事業期間中、事業終了後の手続等を定めております。また、交付決定後の補助事業に係る具体的経理処理、確定検査を実施する際に準備しておく資料等については、「補助事業事務処理マニュアル」において基本的事項を記述しておりますので、交付決定後、補助事業を開始される際に事前に内容を確認してください。

②補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。
③提出された企画提案書等の応募書類及び実績報告書等ついては、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等）を除いて、情報公開の対象となります。なお、開示請求があった場合は、不開示とする情報の範囲について経済産業省との調整を経て決定することとします。
④補助事業を遂行するにあたっては、関係法令を遵守してください。

【１０．問い合わせ先】
〒１００－８９０１　東京都千代田区霞が関１－３－１
経済産業省　資源エネルギー庁　原子力立地・核燃料サイクル産業課
担当：松本、芳賀
E-mail：bzl-cycle_hojokin@meti.go.jp
お問い合わせは電子メールでお願いします。ＦＡＸ及び電話でのお問い合わせは受付できません。
なお、お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「【問合せ】核燃料サイクル施設の安定操業に資する技術開発等事業費補助金（機関名）」としてください。他の件名（題名）ではお問い合わせに回答できない場合があります。
以上
（様式１）
	受付番号
※記載不要
	


経済産業省　あて
令和８年度「使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業（核燃料サイクル施設の安定操業に資する技術開発等事業費補助金）」申請書
	申請者
	法人番号（＊）
	

	
	企業・団体名
	

	
	代表者役職・氏名
	

	
	所在地
	

	連絡担当窓口
	氏名（ふりがな）
	

	
	所属（部署名）
	

	
	役職
	

	
	電話番号
（代表・直通）
	

	
	Ｅ－ｍａｉｌ
	


＊法人番号を付与されている場合には、１３桁の番号記載し、法人番号を付与されていない　

個人事業者等の場合には、記載不要。

（様式２）
	受付番号
※記載不要
	


令和８年度「使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業（核燃料サイクル施設の安定操業に資する技術開発等事業費補助金）」
提案書
	１．補助事業の目的及び内容（事業の実施方法）

	（１）補助事業の実施方法

	＊募集要領の「１．事業概要」の「１－３．事業内容」の項目ごとに、具体的な実施方法及び内容を記載の上、補助事業の目的をどのように達成するか記載してください。
＊本事業の成果を高めるための具体的な提案を記載してください。


	（２）実施体制

	＊実施責任者略歴、研究員数等及び実施者の業務内容
＊外注、委託（コンソーシアム）を予定しているのであればその内容


	（３）補助事業の効果

	＊本事業を実施した場合、期待される効果を記載してください。


	２．補助事業の開始及び完了予定日（スケジュール）（１．（１）の実施が月別に分かること）

	＊本事業の事業開始日（交付決定日）は、令和８年４月上旬頃になる見込みです。


	３．申請者概要

	（１）申請者の営む主な事業

	別添、会社概要（パンフレット）のとおり

＊会社概要を作成していない場合、申請者の営む主な事業を記載してください。


	（２）申請者の財務状況

	別添、財務諸表のとおり

＊特記事項等がある場合には併せて記載してください。

	（３）事業実績

	類似事業の実績
・事業名、事業概要、実施年度、発注者等（自主事業の場合はその旨）



	４．補助金見込額等

	＊公募申請時点での見込みを記載ください。（採択後、経済産業省と調整した上で決定することとなります。）

○積算内訳

（単位：円）

経費区分及び内訳

補助事業に要する経費
補助対象経費
補助金申請額
〇〇〇〇事業

Ⅰ．人件費（補助率：１／２）

Ⅱ．事業費（補助率：１／２）

　旅費

　謝金（消費税等対象外）

　備品費
　Ⅲ．委託・外注費（補助率：１／２）
＊募集要領の「７．補助対象経費の計上」の「７－３．補助対象経費からの消費税額の除外）のとおり補助対象経費は、原則、消費税等を除外して計上してください。

合計（補助金見込額）

＊補助率は、募集要領の「２．補助金の交付の要件」の「２－２．補助率・補助額」の記載のとおりとしてください。

補助金申請額の小数点以下の端数は切り捨てた金額を記載してください。

○資金計画

　補助事業に要する経費　〇,〇〇〇円

　　うち補助金充当（予定）額　〇,〇〇〇円

　　　（精算払までの期間は、自己資金で支弁予定

　　　　　　　　　　　　Or　自己資金での立替えが困難なことから概算払の要望有）

　　金融機関等からの借入れ（予定）額　〇,〇〇〇円

　　　（借入条件：補助事業取得財産の担保予定　　　有・無）

　　自己資金充当額　〇,〇〇〇円

　　収入金　〇,〇〇〇円

（該当する場合のみ記載のうえ、収入金の詳細について記載すること）


（様式３）
	受付番号

※記載不要
	


２０２６年　　月　　日
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
原子力立地・核燃料サイクル産業課　課長　殿
	所属機関
	機関名

	研究代表者・研究分担者等
	氏名
	㊞


他の競争的研究費その他の研究費の応募・受入状況について
使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業（核燃料サイクル施設の安定操業に資する技術開発等事業費補助金）の採択にあたり、以下に示す研究費や所属機関・役職に関する情報に加えて、寄附金等や資金以外の施設・設備等の支援を含む、自身が関与する全ての研究活動に係る透明性確保のために必要な情報について、関係規程等に基づきに適切に所属機関に報告していること、誓約いたします。
●研究費
	相手機関名
（国名）
	制度名/研究課題名
	受給/契約
状況
	研究
期間
	予算額（受入研究費額）
	ｴﾌｫｰﾄ
(％)

	○○財団
（日本）
	××事業/△△の開発
	申請
	2021.4

－
2025.3
	000,000千円
	10

	××株式会社
（アメリカ合衆国）
	■■の要素技術開発
	契約中
	2018.4

－
2023.3
	000,000千円

	20

	―
	―
	―
	―
	―
	15


●所属機関・役職（兼業や、外国の人材登用プログラムへの参加、雇用契約のない名誉教授等を含む。）
	所属機関名
	役職

	○×研究所
	主任研究員

	○○大学
	名誉教授

	××株式会社
	顧問


� 内閣府HP（ � HYPERLINK "https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin_r3_1217.pdf" �https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin_r3_1217.pdf� ）参照。


� 所属する機関内において配分されるような基盤的経費又は内部資金、商法で定める商行為及び直接又は間接金融による資金調達を除く。


� 応募の研究課題を実施する代表の者及び当該研究課題において研究費を主体的に使用する者など、本指針の不合理な重複及び過度の集中の排除の趣旨に基づき、各競争的研究費事業において措置を講ずるものを指す。


� 原則として共同研究等の相手機関名と受入れ�研究費金額及びエフォートに係る情報のみとする。


� 無償で研究施設・設備・機器等の物品の提供や役務提供を受ける場合を含む。


� 国又は研究資金配分機関から交付、補助又は委託される経費を用いて行われる研究開発を実施している研究開発機関（国の試験研究機関、研究開発法人、大学等及び民間事業者等における研究開発に係る機関）を指す。


� 内閣府HP（ � HYPERLINK "https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/integrity_housin.pdf" �https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/integrity_housin.pdf� ）参照。


� 研究者又は大学・研究機関等が研究活動に伴って得る利益（実施料収入、兼業報酬、未公開株式、研究成果等を含む。）と、国又は研究資金配分機関から交付、補助又は委託される経費を用いて行われる研究開発において求められる責任や各機関において所属する研究者に求められている責任が衝突・相反している状況を意味する。
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